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国 民 保 護 に つ い て 

 

○国 民 保 護 法 の 概 要 

（Ｈ１６，６，１４成立、Ｈ１６，９，１７施行） 
・武力攻撃事態対処法と国民保護法 
・国民保護法の構成 
・国民保護に関する措置の仕組み 
・緊急対処事態に対処するための措置 

○国 民 保 護 法 に 関 す る 基 本 指 針 の 概 要 

（内閣官房Ｈ１７，３，２５閣議決定） 
・国民保護法における基本指針の位置づけ 
・基本指針の基本的な構成 

○市 町 村 に お け る 国 民 保 護 に つ い て 

・市町村国民保護モデル計画 



・米軍行動関連措置法
・海上輸送規制法

・自衛隊法の一部改正
捕虜
取扱い法 国民保護法

国際人道法違反
処罰法

特定公共施設

利用法

国際人道法の的確な実施

自衛隊による活動

米軍の行動に

関する措置避難に関する
措置

救援に関する
措置

被害最小化の
ための措置

武力攻撃の排除
対処基本方針に基づいて
対処措置を実施

武力攻撃事態対処法

【対処基本方針】
○手続
・内閣総理大臣が案を作成し、閣議の決定を求める。
・案の作成に当たっては、安全保障会議に諮る。

・閣議の決定の後、国会の承認を求める。
○定める事項

①武力攻撃事態であること又は武力攻撃予測事態であること
の認定及び当該認定の前提となった事実
②武力攻撃事態等への対処に関する全般的な方針

③対処措置に関する重要事項
・国民の保護に関する措置
・自衛隊の行動 ・米軍の行動に関する措置 ・その他

承 認諮問

答申

国

会

安全保障会議

【対処に関する基本理念】
○国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない。
○日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その制限は当
該武力攻撃事態等に対処するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。

【武力攻撃事態等対策本部】

１



国民の保護に関する措置の仕組み

国 （対策本部）

・警報の発令

都道府県（対策本部） 市町村（対策本部）

・警報の市町村への通知

・避難住民の誘導

消防等を指揮、警察・
自衛隊等に誘導を要請

・救援

是正

是正

・避難の指示

（避難経路、交通手段等）

指示
・武力攻撃災害の防御

・応急措置の実施

・救援に協力

・応急措置の実施
・大規模又は特殊な武力攻撃災害
（ＮＢＣ攻撃等）への対処

総合調整の要請

・避難措置の指示

（要避難地域、避難先地域等）

・武力攻撃災害への対処の指示

・救援の指示

・消防

措置の実施要請

総合調整の要請

措置の実施要請

・警報の伝達

・避難の指示の伝達

総合調整総合調整
・対策本部における
総合調整

・対策本部における
総合調整

・対策本部における
総合調整

指示

指示

指示

・生活関連等施設の安全確保

避
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・国民生活の安定

指定公共機関
指定地方公共機関

・放送事業者による警報等の放送 ・日本赤十字社による救援への協力

・運送事業者による住民・物資の輸送 ・電気・ガス等の安定的な供給

警戒区域の設定・退避の指示警戒区域の設定・退避の指示

・緊急通報の発令

・食品、生活必需品等

の給与

・収容施設の供与

・医療の提供 等
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国、地方公共団体、指定公共機関等が相互に連携



緊急対処事態に対処するための措置

緊急対処事態対処方針の

策定（閣議決定）

緊急対処事態対策本部の
設置

緊急対処事態

武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した
事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った
事態で、国家として緊急に対処することが必要なもの

（原子力発電施設の破壊 ・炭疽菌等を用いたテロ ・航空機による自爆テロ 等 ）

武力攻撃事態等に準じて国民の
保護のための措置を実施

【武力攻撃事態対処法】 【国民保護法】

攻
撃
の
発
生

・ 事態の認定
・ 国民の保護、攻撃の鎮圧
等に関する事項

・住民の避難

・避難住民等の救援

・攻撃による災害への対処 等

対処方針の国会承認

７

国主導で措置を実施

地方公共団体の措置に係る経費は、
原則国庫負担



国民の保護に関する基本指針国民の保護に関する基本指針（国民保護法第３２条）（国民保護法第３２条）

○国民保護の実施に関する基本的な方針
○国民保護計画及び業務計画の作成の基準
○想定される武力攻撃事態の類型
（着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃）
○類型に応じた避難措置、救援、武力攻撃災害への対処措置

国民保護国民保護法における基本指針法における基本指針の位置付けの位置付け

国民保護国民保護法法
（武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律）

武力攻撃事態等（武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態）において、武力攻撃から国民の生
命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするため、国・地方公共団体
等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置を規定

【指定行政機関】

国民の保護に関する計画
【指定公共機関】

国民の保護に関する業務計画

【指定地方公共機関】
国民の保護に関する業務計画

【市町村】
国民の保護に関する計画

【都道府県】
国民の保護に関する計画

８



第４章 国民の保護のための措置に関する事項
第１節 住民の避難に関する措置

１ 警報
２ 避難措置の指示
３ 避難の指示
４ 避難住民の誘導
５ 避難施設

第２節 避難住民等の救援に関する措置
１ 救援の指示等
２ 救援の実施
３ 救援の内容
４ その他の医療活動
５ 医療活動等を実施する際に特に留意すべき事項
６ 安否情報の収集及び提供

第３節 武力攻撃災害への対処に関する措置
１ 武力攻撃災害への対処
２ 緊急通報の発令等
３ 生活関連等施設の安全確保
４ ＮＢＣ攻撃による災害への対処
５ 消火活動及び救助・救急活動
６ 感染症等の指定等の特例
７ 保健衛生に関する活動
８ 廃棄物処理の特例
９ 文化財保護の特例

第４節 国民の保護のための措置全般についての
留意事項

１ 情報の収集及び提供
２ 通信の確保
３ 運送の確保
４ 交通の管理
５ 民間からの救援物資等の受入れ
６ 赤十字標章等及び特殊標章等の交付等

第５節 国民生活の安定に関する措置
１ 国民生活の安定
２ 生活基盤等の確保
３ 応急の復旧

第６節 武力攻撃災害の復旧に関する措置
第７節 訓練及び備蓄

１ 訓練
２ 備蓄

第６章 国民の保護に関する計画等の作成手続

第５章 緊急対処事態への対処
第１節 緊急対処事態
１ 攻撃対象施設等による分類
２ 攻撃手段による分類

第２節 緊急対処事態対策本部等
１ 緊急対処事態対策本部
２ 緊急対処事態現地対策本部の設置

第３節 緊急対処保護措置の実施
１ 緊急対処保護措置の実施に関する基本的事項
２ 緊急対処事態における警報

第１章 国民の保護のための措置の実施
に関する基本的な方針

１ 基本的人権の尊重
２ 国民の権利利益の迅速な救済
３ 国民に対する情報提供
４ 関係機関相互の連携協力の確保
５ 国民の協力
６ 指定公共機関の自主性の尊重その他の特別な配慮
７ 高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施
８ 安全の確保
９ 対策本部長の総合調整等

第３章 実施体制の確立
第１節 組織・体制の整備
第２節 武力攻撃事態等における活動体制の確立
１ 武力攻撃事態等対策本部
２ 武力攻撃事態等現地対策本部の設置
３ 指定行政機関及び指定地方行政機関の活動体制
４ 国民保護対策本部を設置すべき地方公共団体の指定
５ 地方公共団体の活動体制
６ 指定公共機関及び指定地方公共機関の活動体制

第２章 武力攻撃事態の想定に関する事項
第１節 武力攻撃事態の類型
１ 着上陸侵攻の場合
２ ゲリラや特殊部隊による攻撃の場合
３ 弾道ミサイル攻撃の場合
４ 航空攻撃の場合

第２節 ＮＢＣ攻撃の場合の対応
１ 核兵器等
２ 生物兵器
３ 化学兵器
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